
                                           令和７年２月１２日   

米子駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について  

  

１ 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。 

  

２ 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最

低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。 

 

３ 件名リスト  

番号 件     名 
納入（履行） 

場所 

納期（履行期

限） 

見積依頼書 

公表日 

見積書 

提出期限 

見積合わせの 

日時 

防衛省競争 

参加資格  
備考  

７２ 自動車教習所コース

用車両灯器修繕 

陸上自衛隊 

米子自動車訓練

場 

7.3.14～

7.3.28 

7.2.12 

 

7.2.20 

13時 00分 

7.2.20 

13時 00分 

 

なし 総品目総額 

 

４ 適用する契約条項 

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。 

 

５ 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先  

   〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 2603 契約機関名（担当）：陸上自衛隊米子駐屯地 第３５６会計隊契約班（福田）  

 電話番号：0859-29-2161 （内線 584） ＦＡＸ：0859-29-2164 メール：ma356fin‐ma@inet.gsdf.mod.go.jp 

仕様書に関する事項：担当 日置（内線 232 ） 



72

単位 数量

ST 1

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書」の契約条項等

を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約

心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　　年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊米子駐屯地

第３５６会計隊長　中山　貴行　　殿

住　　所

会  社  名

代表者名 印

見　　積　　書

件名リスト一連番号

（消費税及び地方税を含まない。）

品　　　名 規　　　格 単価 金　　額

見積金額￥　

納入（履行）場所
陸上自衛隊米子
自動車訓練場

（免　除） 入札（見積）書有効期間

7.3.14～7.3.28納期（履行期限）

契約保証金

自動車教習所コース用車両灯器
修繕

仕様書のとおり

以下余白



分任契約担当官

陸上自衛隊米子駐屯地

第３５６会計隊長　中山　貴行　　殿

￥　

履　行　場　所　：陸上自衛隊米子自動車訓練場

納期（履行期限）　：令和７年３月１４日～３月２８日

住所・名称・代表者名

印

単位 数量

ST 1

市　　価　　調　　査　　書

品　　　名 規　　　格 単価 金　　額

内訳（税抜き）

令　和　　　年　　　月　　　日

市価調査書は
令和７年２月１８日(火）１3時まで
にＦＡＸで提出をお願いします。

自動車教習所コース用車両灯器修
繕

仕様書のとおり

以下余白



仕様書作成年月日 令和７年２月６日 

調達要求番号 ４７９Ｇ１Ａ００２０８ 

担 当 部 隊 第８普通科連隊 

担 当 者 ２等陸曹 日置 貴博 

品 名 自動車教習所の信号機の撤去及び設置 

数量(単位) 1(ST) 

１ 適用範囲 

１ 本仕様書は、陸上自衛隊米子自動車訓練場において実施する「自動車教習所の信号機の撤去及び 

１ 設置」について適用する。 

 

２ 実施場所 

１ 陸上自衛隊米子自動車訓練場 

３ 作業内容 

  自動車訓練場内信号機の撤去及び設置(古い信号機やゴミ等は官側指定場所へ集積) 

 

４ 作業期間 

   令和７年３月１４日（金）～令和７年３月２８日（金） 

５ 特記事項 

  下記表に記載のものを官給品として支給する。 

                                       表 

品 名 数 量 金額(税込) 規 定 

信号灯器（ＬＥＤ） 一式 1,838,947 円 固定金具等一式付 

 

６ 作業写真 

  作業写真は、使用材料及び作業前・中・後をそれぞれ撮影し、監督官に提出する。 

 

７ 検査 

  検査は、試運転完了後の確認及び書類の点検をもって実施する。 

８ 提出書類 

(1) 着手届 

(2) 現場代理人届 

(3) 工程表 



(4) 完了届 

(5) 作業写真 

(6) その他(監督官の指示による。) 

 

９ その他 

(1)  作業にあたり、本仕様書によるほか、メーカー仕様及び監督官の指示に基づき実施する。 

(2)  本仕様書に記載及び監督官の指示がなくとも技術的に当然なすべき事項は、積極的に実施する。 

(3)  実施にあたっては、関係する法令、条例及び規則等を尊守する。また、必要ある届出等は、請負 

 者の負担において実施する。 

(4)  使用する資器材等は、全て請負者において準備する。 

(5)  作業における破損修理及び事故における対策等は、全て請負者の責任において実施する。 

(6)  本役務中に、不良個所及び修理を要する箇所が発見された場合は、別途とする。 

(7)  本仕様書に関し疑義のある場合は、監督官に報告し、指示を受ける。 

(8)  撤去した古い信号機や作業時出たゴミなどは官側が指定する場所へ集積するものとし、業者側に 

よる処分は実施しない。



米子駐屯地自動車教習所のコース地図
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ※地図上に記載信号機 4 本が工事依頼場所 


